
報告第１３号 

 

 

三次市学校支援員配置事業実施要綱及び三次市障害児介助指導員配置事業実施

要綱の一部改正について 

 

 

三次市学校支援員配置事業実施要綱及び三次市障害児介助指導員配置事業実施 

要綱の一部改正について，別紙のとおり報告する。 

 

 

令和７年１１月１４日提出 

 

 

三次市教育委員会教育長 迫 田 隆 範  

 

 

 

 

 



三次市教育委員会告示第２８号                   別紙１ 

 

 

 三次市学校支援員配置事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める

。 

 

 

  令和７年１０月３１日 

 

 

三次市教育委員会 

教育長 迫 田 隆 範  

 

 

   三次市学校支援員配置事業実施要綱の一部を改正する告示 

 

 三次市学校支援員配置事業実施要綱（平成２１年三次市教育委員会告示第１２

号）の一部を次のように改正する。 

 

 様式第１号中 

「 

 三次市教育委員会委員長 様 

 

三次市立    学校 

校長      印 

」を 

「 

 三次市教育委員会教育長 様 

 

三次市立    学校 
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校長 

」に， 

「 

 １ 児童生徒数，学級数及び実施要綱第７条第１項第１号に掲げる対象児 

童生徒数 

                                  」を 

「 

 １ 児童生徒数，学級数及び実施要綱第６条第１項に掲げる対象児童生徒 

  数 

                                  」に

改める。 

 様式第３号中 

「 

 三次市教育委員会委員長 様 

 

三次市立      学校 

  校長        印 

                                」を 

「 

 三次市教育委員会教育長 様 

 

 三次市立      学校 

  校長 

」に， 

「 

  三次市学校支援員配置事業実施要綱第１１条の規定により，三次市 

学校支援員配置事業実績報告書を提出します。 

                                」を 

「 

  三次市学校支援員配置事業実施要綱第８条第１項の規定により，三 

2



次市学校支援員配置事業実績報告書を提出します。 

                                」に， 

「 

 ２ 児童生徒数，学級数及び実施要綱第７条第１項第１号に掲げる対 

象児童生徒数 

                              」を 

「 

 ２ 児童生徒数，学級数及び実施要綱第６条第１項に掲げる対象児童 

生徒数 

                                」に改め

る。 

   附 則 

 この告示は，令和７年１１月１日から施行する。 
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資料１ 

三次市学校支援員配置事業実施要綱の一部を改正する教育委員会告示

（案）新旧対照表 

改   正   案 現       行 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

  

様式第３号（第５条関係） 

 

様式第３号（第５条関係） 
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三次市教育委員会告示第２９号                   別紙２ 

 

 

 三次市障害児介助指導員配置事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように

定める。 

 

 

  令和７年１０月３１日 

 

 

三次市教育委員会 

教育長 迫 田 隆 範  

 

 

   三次市障害児介助指導員配置事業実施要綱の一部を改正する告示 

 

 三次市障害児介助指導員配置事業実施要綱（平成２２年三次市教育委員会告示

第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 様式第１号中 

 

「 

三次市教育委員会委員長 様 

 

三次市立      学校 

校長        印 

」を 

「 

三次市教育委員会教育長 様 
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三次市立      学校 

校長 

」に

改める。 

   附 則 

 この告示は，令和７年１１月１日から施行する。 
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三次市障害児介助指導員配置事業実施要綱の一部を改正する教育委員

会告示（案）新旧対照表 

改   正   案 現       行 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 
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